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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部機器から出力された第１の画像信号を受信する第１の受信回路と、
　前記外部機器から出力された第２の画像信号を受信する第２の受信回路と、
　前記第１の画像信号と前記第２の画像信号とに基づいて出力画像信号を表示手段に出力
する処理手段と、
　前記第１の受信回路が信号を受信したか否かを検出する検出手段と、
　前記第１の受信回路および前記第２の受信回路に対する駆動電力の供給を制御する制御
手段と、
を備え、
　前記制御手段は、
　　前記検出手段が、前記第１の受信回路が前記信号を受信したことを検出した場合に、
前記第２の受信回路に対して駆動電力を供給し、
　　前記検出手段が、前記第１の受信回路が前記信号を受信していないことを検出した場
合に、前記第２の受信回路に対して駆動電力を供給しない
ことを特徴とする表示制御装置。
【請求項２】
　前記第１の受信回路に対して前記制御手段が駆動電力を供給しており、かつ、前記第２
の受信回路に対して前記制御手段が駆動電力を供給していない状態で、前記検出手段が、
前記第１の受信回路が前記信号を受信したことを検出した場合に、前記制御手段は、前記
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第２の受信回路に対する駆動電力の供給を開始する
ことを特徴とする請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記検出手段は、前記第１の受信回路が画像信号を受信したか否かを検出する
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記検出手段は、前記第１の画像信号と前記第２の画像信号とが前記外部機器から出力
されるよりも前に前記外部機器から出力される所定の信号を前記第１の受信回路が受信し
たか否かを検出し、
　前記第１の受信回路に対して前記制御手段が駆動電力を供給しており、かつ、前記第２
の受信回路に対して前記制御手段が駆動電力を供給していない状態で、前記検出手段が、
前記第１の受信回路が前記所定の信号を受信したことを検出した場合に、前記制御手段は
、前記第２の受信回路に対する駆動電力の供給を開始する
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記所定の信号は、前記外部機器の起動時に出力される信号として予め定められた画像
信号である
ことを特徴とする請求項４に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記所定の信号は、前記外部機器の起動時に出力される信号として予め定められた前記
外部機器の情報を表す信号である
ことを特徴とする請求項４に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記第１の受信回路および前記第２の受信回路に対して前記制御手段が駆動電力を供給
している状態で、前記検出手段が、前記第１の受信回路が前記信号を受信していないこと
を検出した場合に、前記制御手段は、前記第２の受信回路に対する駆動電力の供給を停止
する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項８】
　前記第１の受信回路および前記第２の受信回路に対して前記制御手段が駆動電力を供給
している状態で、前記検出手段が、前記第１の受信回路が前記信号を受信していないこと
を検出した場合に、前記制御手段は、前記第２の受信回路に対する駆動電力の供給を停止
し、かつ、前記第１の受信回路に駆動電力を供給する
ことを特徴とする請求項７に記載の表示制御装置。
【請求項９】
　前記処理手段は、前記第１の画像信号と、前記第２の画像信号とを合成して前記出力画
像信号を生成する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１０】
　前記第１の受信回路は、シリアル－パラレル変換処理を施した前記第１の画像信号を前
記処理手段に出力し、
　前記第２の受信回路は、シリアル－パラレル変換処理を施した前記第２の画像信号を前
記処理手段に出力する
ことを特徴とする請求項１乃至請求項９のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１１】
　前記第１の画像信号と前記第２の画像信号とは、１つの画像を分割することによって得
られる複数の分割画像の信号である
ことを特徴とする請求項１乃至請求項１０のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１２】
　入力された画像信号に基づいて画像を表示する前記表示手段、をさらに備える
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ことを特徴とする請求項１乃至請求項１１のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１３】
　前記表示手段は液晶ディスプレイである
ことを特徴とする請求項１乃至請求項１２のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１４】
　外部機器から出力された第１の画像信号を第１の受信回路で受信する第１の受信ステッ
プと、
　前記外部機器から出力された第２の画像信号を第２の受信回路で受信する第２の受信ス
テップと、
　前記第１の画像信号と前記第２の画像信号とに基づいて出力画像信号を表示手段に出力
する処理ステップと、
　前記第１の受信回路が信号を受信したか否かを検出する検出ステップと、
　前記第１の受信回路および前記第２の受信回路に対する駆動電力の供給を制御する制御
ステップと、
を有し、
　前記制御ステップでは、
　　前記検出ステップにおいて前記第１の受信回路が前記信号を受信したことが検出され
た場合に、前記第２の受信回路に対して駆動電力を供給し、
　　前記検出ステップにおいて前記第１の受信回路が前記信号を受信していないことが検
出された場合に、前記第２の受信回路に対して駆動電力を供給しない
ことを特徴とする表示制御装置の制御方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示解像度の高いモニタ（表示装置）には、複数の入力信号を合成して１つの画像を表
示することができるものがある。例えば、４Ｋ２Ｋモニタ等が実用化されている。「４Ｋ
２Ｋ」とは、水平画素数４，０００×垂直画素数２，０００前後の解像度の呼称である。
例えば、４Ｋ２Ｋモニタのように、１つの画像を分割することによって得られる４つの分
割画像の信号が入力される場合には、１つの入力信号につき１つの受信回路が必要となる
ため、合計で４つの受信回路が必要となる。
【０００３】
　複数の入力信号を合成して画像を表示する場合であっても、１つの入力信号で画像を表
示する場合と同様に、入力信号の有無に応じて自動的に表示を切換える仕組みが求められ
る。
【０００４】
　特許文献１には、複数の異なった信号端子からの入力信号経路を切り替える回路におい
て、入力信号の有無によって、入力信号経路を自動的に切り換える方法が開示されている
。この方法を用いることで、入力信号が無く、モニタがスタンバイ状態となっている場合
に、各入力端子の入力信号の有無を監視し、いずれかの入力信号が検出されたことをトリ
ガとしてモニタをスタンバイ状態から復帰させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平６－５１７２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかしながら、上述の既存技術を用いてモニタをスタンバイ状態に復帰させる場合、全
ての受信回路に駆動電力（駆動のための電力）を供給しておき、入力信号の検出を行う必
要がある。そのため、受信回路の個数分の待機電力が必要になり、消費電力が大きくなっ
てしまうという課題がある。
【０００７】
　本発明は、複数の画像信号を受信して、複数の画像信号に基づく複数の画像を表示部で
表示可能な表示制御装置の消費電力を低減ことのできる技術を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の表示制御装置は、
　外部機器から出力された第１の画像信号を受信する第１の受信回路と、
　前記外部機器から出力された第２の画像信号を受信する第２の受信回路と、
　前記第１の画像信号と前記第２の画像信号とに基づいて出力画像信号を表示手段に出力
する処理手段と、
　前記第１の受信回路が信号を受信したか否かを検出する検出手段と、
　前記第１の受信回路および前記第２の受信回路に対する駆動電力の供給を制御する制御
手段と、
を備え、
　前記制御手段は、
　　前記検出手段が、前記第１の受信回路が前記信号を受信したことを検出した場合に、
前記第２の受信回路に対して駆動電力を供給し、
　　前記検出手段が前記第１の受信回路が前記信号を受信していないことを検出した場合
に、前記第２の受信回路に対して駆動電力を供給しない
ことを特徴とする。
【０００９】
　本発明の表示装置の制御方法は、
　外部機器から出力された第１の画像信号を第１の受信回路で受信する第１の受信ステッ
プと、
　前記外部機器から出力された第２の画像信号を第２の受信回路で受信する第２の受信ス
テップと、
　前記第１の画像信号と前記第２の画像信号とに基づいて出力画像信号を表示手段に出力
する処理ステップと、
　前記第１の受信回路が信号を受信したか否かを検出する検出ステップと、
　前記第１の受信回路および前記第２の受信回路に対する駆動電力の供給を制御する制御
ステップと、
を有し、
　前記制御ステップでは、
　　前記検出ステップにおいて前記第１の受信回路が前記信号を受信したことが検出され
た場合に、前記第２の受信回路に対して駆動電力を供給し、
　　前記検出ステップにおいて前記第１の受信回路が前記信号を受信していないことが検
出された場合に、前記第２の受信回路に対して駆動電力を供給しない
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、複数の画像信号を受信して、複数の画像信号に基づく複数の画像を表
示部で表示可能な表示制御装置の消費電力を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例１に係る表示制御装置の機能構成及び実施例１に係るシステム構成
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【図２】実施例１に係る表示制御装置の表示画面
【図３】実施例１および実施例２に係るシステムステータス
【図４】実施例１に係るマスターシンク受信回路特定情報
【図５】実施例１に係る表示制御装置の処理フロー
【図６】実施例１に係るマスターシンク受信回路特定処理のフローチャート
【図７】実施例１に係る受信監視処理のフローチャート
【図８】実施例２に係る表示制御装置ブロック図及び実施例２に係るシステム構成
【図９】実施例２に係るシステムステータスと受信回路の状態の関係
【図１０】実施例２に係る受信回路情報記憶領域の内容
【図１１】実施例２に係る表示制御装置の処理フロー
【図１２】実施例２に係るグループ化処理のフローチャート
【図１３】実施例２に係る受信監視処理のフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　はじめに、以下で使用する用語「マスターシンク信号」の定義について説明する。
　以下では、外部機器が起動時に（最初に）１つの出力端子から出力する信号をマスター
シンク信号と呼ぶ。外部機器が複数の出力端子から複数の画像信号を出力可能な外部機器
である場合、外部機器は、起動時に１つの出力端子からマスターシンク信号を出力した後
、複数の出力端子から複数の画像信号を出力する。外部機器は、例えば、ハードディスク
レコーダ、ブルーレイディスクレコーダ（プレーヤ）、パソコンなどである。マスターシ
ンク信号は、どのような信号であってもよく、例えば、画像信号や外部機器の情報を表す
信号などである。例えば、マスターシンク信号は、ＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ／
Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）画面を表す画像信号、メーカのロゴ画面を表す画像信号な
どである。また、以下では、マスターシンク信号を受信する受信回路を「マスターシンク
受信回路」と呼ぶ。
　なお、本実施形態では、外部機器から出力される複数の画像信号が、１つの画像を分割
することによって得られる複数の分割画像の信号であるものとする。
【００１３】
　以下、図面を参照しながら本発明の表示制御装置及びその制御方法の具体的な実施例に
ついて詳細に説明する。
　本実施例に係る表示制御装置は、接続されている外部機器から複数の画像信号を受信し
て、複数の画像信号に基づく画像を表示部に表示可能な装置である。
【００１４】
　＜実施例１＞
　図１（Ａ）は、本発明の実施例１に係る表示制御装置１００の機能構成の一例を示すブ
ロック図である。表示制御装置１００は受信回路１０１～１０４、受信検出部１０５、制
御部１０６、記憶部１０７、信号処理部１０８、表示部１０９などを備える。なお、本実
施例では、表示制御装置１００はパソコンと接続され、表示制御装置１００にパソコンか
ら複数の画像信号が入力されるものとする。
【００１５】
　受信回路１０１～１０４は、それぞれ、画像信号を受信する。本実施例では、受信回路
１０１～１０４は、パソコンから出力されるＤＶＩ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｓｕａｌ　Ｉ
ｎｔｅｒｆａｃｅ）規格に準拠した画像信号を受信し、受信した画像信号にシリアル－パ
ラレル変換処理や同期分離処理を施す。具体的には、受信回路１０１～１０４は、それぞ
れ、入力端子１～４を介して画像信号を受信する。また、受信回路１０１～１０４は、受
信した画像信号に上記処理を施して、上記処理が施された画像信号を受信検出部１０５お
よび信号処理部１０８へ出力する。なお、本実施例では、画像信号がＤＶＩ規格の画像信
号である場合を例に挙げているが、画像信号は他の種類の画像信号（例えば、ＨＤＭＩ規
格の画像信号等）であってもよい。
【００１６】
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　受信検出部１０５は、各受信回路からの信号を検出することにより、各受信回路での信
号の受信を検出する。本実施例では、受信検出部１０５は、受信回路１０１～１０４から
入力される信号から、信号有無情報を生成し、制御部１０６へ出力する。受信回路から入
力される信号が画像信号である場合には、受信検出部１０５は、該画像信号が入力された
受信回路に対応する画像信号情報を生成し、制御部１０６へ出力する。信号有無情報は、
各受信回路への信号の有無（各受信回路での信号の受信の有無）を表す情報である。画像
信号情報は、入力された画像信号のフォーマットや同期タイミングなどを表す情報である
。なお、信号有無情報は、受信回路毎の情報であってもよいし、画像信号を受信している
受信回路、または、画像信号を受信していない受信回路のみを特定する情報であってもよ
い。
【００１７】
　制御部１０６は、各受信回路の駆動電力（駆動のための電力）の供給／非供給を制御す
る。駆動電力の供給／非供給の具体的な制御方法については後で詳しく説明する。
　また、制御部１０６は、記憶部１０７からマスターシンク受信回路特定情報を取得する
。マスターシンク受信回路特定情報は、マスターシンク受信回路を特定する情報である。
マスターシンク受信回路特定情報が初期値である場合（マスターシンク受信回路が特定さ
れていない場合）には、制御部１０６は、図６に示すマスターシンク受信回路特定処理の
フローチャートに従って、マスターシンク受信回路を特定する。そして、特定結果をマス
ターシンク受信回路特定情報として記憶部１０７に記憶する。マスターシンク受信回路特
定処理については、後で詳しく説明する。
【００１８】
　記憶部１０７は、制御部１０６からの指示に応じてマスターシンク受信回路特定情報を
記憶する。また、記憶部１０７は、制御部１０６からの指示に応じてマスターシンク受信
回路特定情報を制御部１０６に出力する。記憶部１０７としては、磁気ディスク、揮発性
メモリ、不揮発性メモリなどが利用できる。
【００１９】
　信号処理部１０８は、受信回路から入力される画像信号を表示部１０９へ出力する。ま
た、信号処理部１０８は、複数の画像信号が入力される場合には、それらの画像を合成し
て表示部１０９へ出力する。本実施例では、信号処理部１０８は、受信回路１０１～１０
４から入力される４つの画像信号を合成し、表示部１０９へ出力する。
　表示部１０９は、信号処理部１０８から入力された画像信号に基づく画像を表示する。
表示部１０９としては、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ＥＬディスプレ
イ、電子放出素子を有するディスプレイ（またはそれらの表示パネル）などが利用できる
。なお、表示部１０９は、表示制御装置１００の一部であってもよいし、表示制御装置１
００とは別体の装置であってもよい。
【００２０】
　なお、本実施例では、表示制御装置は、複数の入力端子に画像信号が入力された場合に
、それらの画像信号が１つの画像を分割することによって得られる複数の分割画像の信号
であると判断して表示を行うものとするが、表示制御装置の構成はこれに限らない。例え
ば、設定の変更等によって、複数の画像信号を合成して１画面に表示する方法とその他の
表示方法（例えば、異なる複数の画像信号に基づく画像を１画面に表示する方法）とを切
り換え可能な構成であってもよい。
【００２１】
　図１（Ｂ）は、実施例１に係るシステム構成の一例を示す概略図である。上述したよう
に、本システムは、表示制御装置１００とパソコン２００から成る。
　表示制御装置１００は、４本のＤＶＩケーブルを用いてパソコン２００と接続されてい
る。具体的には、表示制御装置１００は入力端子１～４を有し、パソコン２００はＤＶＩ
信号出力端子２０１～２０４を有する。そして、４本のＤＶＩケーブルの一端が４つの入
力端子１～４に接続されており、他端がＤＶＩ信号出力端子２０１～２０４に接続されて
いる。パソコン２００は、４つのＤＶＩ信号出力端子２０１～２０４のそれぞれからＤＶ
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Ｉ信号（画像信号）を出力することにより、１つの画像（４Ｋ２Ｋ画像などの高解像度画
像）の信号を出力する機能を有する。パソコン２００から出力された画像信号は、ＤＶＩ
ケーブルを介して表示制御装置１００（具体的には、表示制御装置１００の入力端子）に
入力される。
【００２２】
　図２は、実施例１に係るパソコン２００起動時の表示制御装置１００の表示画面の一例
を示す図である。
　パソコン２００は、起動時に、ＢＩＯＳ画面を表す画像信号（マスターシンク信号）を
ＤＶＩ信号出力端子２０１から出力する。出力された画像信号は、入力端子１を介して受
信回路１０１（マスターシンク受信回路）に入力される。そして、必要に応じて受信回路
１０１と信号処理部１０８で所定の処理が施された後、表示部１０９に入力される。それ
により、表示部１０９の画面の領域３０１に画像（ＢＩＯＳ画面）が表示される。
【００２３】
　その後、パソコン２００は、分割出力設定を行い、４つの分割画像の信号をＤＶＩ信号
出力端子２０１～２０４から出力する。ＤＶＩ信号出力端子２０１～２０４から出力され
た画像信号は、それぞれ、入力端子１～４を介して受信回路１０１～１０４に入力される
。そして、受信回路１０１～１０４と信号処理部１０８で所定の処理が施された後、表示
部１０９に入力される。それにより、表示部１０９の画面の領域３０１～３０４（即ち、
画面全体）に画像が表示される。表示される画像は、上記４つの分割画像を合成して得ら
れる画像である。なお、分割出力設定は、１つの画像を分割することによって得られる複
数の分割画像の信号の出力を行うための設定である。分割出力設定は、自動で行われても
よいし、ユーザ操作に応じて行われてもよい。
【００２４】
　図３は、実施例１に係る表示制御装置１００がとりうるシステムステータスの内容の一
例を示す図である。
　実施例１の表示制御装置１００は、電源オン状態とスタンバイ状態の２つの状態をもつ
。電源オン状態は、信号が入力されており、画像表示に必要な全ての機能部に駆動電力が
供給されている状態である。スタンバイ状態は、信号が入力されておらず、少なくとも信
号の入力（受信）を検出するために必要な機能部に駆動電力が供給されている状態である
。
【００２５】
　図４は、実施例１に係るマスターシンク受信回路特定情報の一例を示す図である。
　マスターシンク受信回路特定情報の設定値“０”は、初期値であり、マスターシンク受
信回路が特定されていないことを表す。設定値“１”は、受信回路１０１がマスターシン
ク受信回路であることを表す。“２”は受信回路１０２、“３”は受信回路１０３、“４
”は受信回路１０４がマスターシンク受信回路であることを表す。
【００２６】
　図５は、実施例１に係る表示制御装置の主電源オン時の処理フローの一例を示すフロー
チャートである。
　まず、主電源がオンされると、制御部１０６は、画像表示に必要な各機能部に駆動電力
を供給し（Ｓ６０１）、システムステータスを電源オン状態に設定する（Ｓ６０２）。
　次に、制御部１０６は、記憶部１０７からマスターシンク受信回路特定情報を取得する
（Ｓ６０３）。取得したマスターシンク受信回路特定情報が“０”の場合には、制御部１
０６は、マスターシンク受信回路特定処理（Ｓ６０５）を行った後、処理をＳ６０６へ進
める。“０”以外の場合には、制御部１０６は、マスターシンク受信回路特定処理を行わ
ずに、処理をＳ６０６へ進める。
　Ｓ６０６では、制御部１０６は、表示制御装置１００の主電源が入っている間、受信監
視処理（Ｓ６０７）を繰り返し行う。
【００２７】
　図６は、実施例１に係るマスターシンク受信回路特定処理（Ｓ６０５）の一例を示すフ
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ローチャートである。本実施例では、図２のようなＢＩＯＳ画面が表示されたときに、マ
スターシンク受信回路が特定される。
　まず、制御部１０６が、受信検出部１０５の検出結果（信号有無情報）から、処理対象
の受信回路で信号が受信されているか否かを判断する（Ｓ７０３）。
　処理対象の受信回路で信号が受信されている場合には、制御部１０６は、その受信回路
をマスターシンク受信回路として特定し、特定結果を記憶部に記憶する（Ｓ７０４）。そ
して、マスターシンク受信回路特定処理を終了する。処理対象の受信回路で信号が受信さ
れていない場合には、制御部１０６は、処理対象の受信回路を次の受信回路へ切り替え、
Ｓ７０３からの処理を行う（Ｓ７０２）。Ｓ７０２のループ処理は、信号を受信している
受信回路が見つかるまで繰り返される。図６の例では、入力端子１に対応する受信回路１
０１から入力端子４に対応する受信回路１０４まで順に処理対象とされる。その後Ｓ７０
２のループ処理を行う場合には、入力端子１に対応する受信回路１０１が処理対象とされ
る。
【００２８】
　このように、本実施例では、マスターシンク信号を受信する受信回路が特定されていな
い場合に、全ての受信回路に対して駆動電力が供給される（Ｓ６０１）。そして、受信検
出部１０５で最初に信号の受信が検出された受信回路がマスターシンク信号を受信する受
信回路として特定される。
　なお、マスターシンク受信回路に関する情報は、表示制御装置内に予め記憶されていて
もよい。
　また、本実施例では、システムステータスを電源オン状態としてマスターシンク受信回
路特定処理を行う構成について説明したが、構成はこれに限らない。例えば、システムス
テータスを、全ての受信回路を含む一部の機能部に駆動電力を供給するスタンバイ状態と
し、その状態において上記マスターシンク受信回路特定処理を行ってもよい。
【００２９】
　図７は、実施例１に係る受信監視処理（Ｓ６０７）の一例を示すフローチャートである
。この処理は、主電源が入っている間繰り返し行なわれる。
　まず、制御部１０６は、受信検出部１０５の検出結果を用いて、マスターシンク受信回
路での信号の受信の有無を監視する（Ｓ８０１）。
　受信検出部１０５でマスターシンク受信回路での信号の受信が検出されなくなった場合
には、制御部１０６は、他の受信回路（マスターシンク受信回路以外の受信回路）に対す
る駆動電力の供給を停止する（Ｓ８０２）。そして、制御部１０６は、システムステータ
スをスタンバイ状態に設定する（Ｓ８０３）。
　受信検出部１０５でマスターシンク受信回路での信号の受信が検出されている場合には
、制御部１０６は、全ての受信回路へ駆動電力を供給する（Ｓ８０４）。そして、システ
ムステータスを電源オン状態に設定する（Ｓ８０５）。即ち、本実施例では、制御部１０
６は、マスターシンク受信回路にのみ駆動電力を供給し、受信検出部１０５でマスターシ
ンク信号の受信が検出された場合に、他の受信回路に対する駆動電力の供給を開始する。
【００３０】
　以上述べたように、本実施例によれば、マスターシンク受信回路にのみ駆動電力が供給
され、マスターシンク信号の受信が検出された場合に、他の受信回路に対する駆動電力の
供給が開始される。それにより、少ない消費電力で、複数の画像信号を受信して、複数の
画像信号に基づく複数の画像を表示部で表示することが可能となる。具体的には、信号が
受信されるまでの消費電力を、従来技術よりも低減することができる。
　また、本実施例によれば、マスターシンク受信回路での信号の受信が検出されなくなっ
た場合に、他の受信回路に対する駆動電力の供給が停止される。それにより、消費電力を
より低減することができる。具体的には、信号が受信されなくなってから、再び信号が受
信されるまでの消費電力を、従来技術よりも低減することができる。
　即ち、本実施例によれば、スタンバイ状態での消費電力を従来技術よりも低減すること
ができる。
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【００３１】
　なお、本実施例では、表示制御装置１００とパソコン２００の接続状態、及び、パソコ
ン２００の設定が固定されており、マスターシンク受信回路が固定であることを前提とし
ている。そのため、本実施例では、マスターシンク受信回路特定情報を記憶部１０７に記
憶し、マスターシンク受信回路特定処理を１回だけ行う構成とした。しかしながら、上記
接続状態やパソコン２００の設定などにより、マスターシンク受信回路が変更されること
が考えられる。そこで、マスターシンク受信回路が変更されていることを考慮し、マスタ
ーシンク受信回路特定処理を表示制御装置の主電源がオンされる度や、表示制御装置１０
０とパソコン２００の接続状態の変化を表示制御装置が検知する度に行なう構成であって
もよい。
　なお、本実施例では、外部機器から出力される複数の画像信号が、１つの画像を分割す
ることによって得られる複数の分割画像の信号である場合について説明したが、画像信号
は分割画像の信号でなくてもよい。例えば、複数の画像信号は、互いに異なる複数の画像
の信号であってもよい。複数の画像信号の一部が１つの画像の信号であり、残りが分割画
像の信号であってもよい。具体的には、外部機器から出力される４つの画像信号のうち、
２つの信号が１つの画像を２つに分割することによって得られる分割画像の信号であり、
残りの２つの信号が、それぞれ、１つの画像の信号であってもよい。
【００３２】
　＜実施例２＞
　実施例１では、表示制御装置に１つの外部機器が接続される場合について説明した。本
実施例では、表示制御装置に複数の外部機器が接続可能な場合について説明する。
　図８（Ａ）に示すように、実施例２に係る表示制御装置４００は、実施例１の表示制御
装置よりも多くの入力端子と受信回路（６個の入力端子１～６と６個の受信回路４０１～
４０６）を有する。
　なお、制御部４０８以外の各機能部による処理は実施例１と同様のため、その説明は省
略し、以下では制御部４０８の処理について説明する。
【００３３】
　制御部４０８は、画像信号情報を受信検出部４０７から取得し、図１２に示すグループ
化処理のフローチャートに従って、受信回路のグループ情報およびマスターシンク受信回
路特定情報を記憶部４０９の受信回路情報記憶領域に記憶する。以後、グループ情報とマ
スターシンク受信回路特定情報をまとめて受信回路情報と記載する。グループ化処理につ
いては、後で詳しく説明する。また、受信回路情報、および、受信回路情報記憶領域につ
いては、図１０を用いて後で詳しく説明する。
【００３４】
　また、図８（Ｂ）に示すように、表示制御装置４００は、６本のＤＶＩケーブルを用い
て３台のパソコン５００，６００，７００と接続されている。具体的には、パソコン５０
０はＤＶＩ信号出力端子５０１～５０３を有する。そして、３本のＤＶＩケーブルの一端
が３つの入力端子１～３に接続されており、他端がＤＶＩ信号出力端子５０１～５０３に
接続されている。パソコン６００はＤＶＩ信号出力端子６０１，６０２を有する。そして
、２本のＤＶＩケーブルの一端が２つの入力端子４，５に接続されており、他端がＤＶＩ
信号出力端子６０１，６０２に接続されている。パソコン７００はＤＶＩ信号出力端子７
０１を有する。そして、１本のＤＶＩケーブルの一端が１つの入力端子６に接続されてお
り、他端がＤＶＩ信号出力端子７０１に接続されている。パソコン５００は、３つのＤＶ
Ｉ信号出力端子５０１～５０３のそれぞれから画像信号（分割画像の信号）を出力するこ
とにより、１つの画像（高解像度画像）の信号を出力する機能を有する。パソコン６００
は、２つのＤＶＩ信号出力端子６０１，６０２のそれぞれから画像信号を出力することに
より、１つの画像の信号を出力する機能を有する。パソコン７００は、１つのＤＶＩ信号
出力端子７０１を有し、１つの画像信号を出力する機能を有する。
　なお、本実施例では、表示制御装置４００が起動した時点で各パソコンからの出力信号
が表示制御装置４００に入力されているものとする。
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【００３５】
　図９は、実施例２に係るシステムステータスと受信回路の状態との関係の一例を示す図
である。実施例２の表示制御装置は、独立した１つの画像を表す１つの画像信号が１つの
入力端子に入力される場合と、１つの画像を分割することによって得られる複数の分割画
像の画像信号がそれぞれ複数の入力端子に入力される場合との両方に対応可能である。図
９の例では、入力端子１～３（受信回路４０１～４０３）に入力される３つの画像信号で
１画像の入力となる。即ち、受信回路４０１～４０３に１つの画像を分割することによっ
て得られる複数の分割画像の信号が入力される。また、入力端子４，５（受信回路４０４
，４０５）に入力される２つの画像信号と入力端子６（受信回路４０６）に入力される画
像信号が、それぞれ、１画像の入力となる。
【００３６】
　表示画像は、受信回路４０１～４０３に入力された画像信号に基づく画像と、受信回路
４０４，４０５に入力された画像信号に基づく画像と、受信回路４０６に入力された画像
信号に基づく画像との間で切り替え可能である。具体的には、表示に用いる受信回路が、
受信回路４０１～４０３からなるグループＡ，受信回路４０４，４０５からなるグループ
Ｂ，受信回路４０６からなるグループＣの中から、ユーザからの指示等に応じて選択され
る。即ち、表示に用いる画像信号を出力する外部機器が、接続されている外部機器（パソ
コン５００，６００，７００）の中から、ユーザからの指示等に応じて選択される。なお
、本実施例では、制御部４０８が、ユーザからの指示に応じて、表示部での表示に用いる
画像信号を出力する外部機器として、接続されている外部機器の１つを選択するものとす
るが、他の機能部によりこのような選択が行われてもよい。
【００３７】
　符号１３０１は、システムステータスがスタンバイ状態の場合の、各受信回路の状態を
示す。スタンバイ状態（信号が受信されていない状態）では、マスターシンク受信回路の
みを監視すれば各外部機器からの信号の有無を監視することができる。そこで、本実施例
では、システムステータスがスタンバイ状態の場合には、グループ（外部機器）の選択状
態に関わらず、全てのグループのマスターシンク受信回路にのみ駆動電力が供給される。
このように、不要な受信回路に対して駆動電力を供給しないことにより省電力化を実現す
ることができる。
　符号１３０２は、システムステータスが電源オン状態で、ユーザからの指示等によりグ
ループＡが選択されている場合の各受信回路の状態を示している。この状態では、選択さ
れているグループＡの全ての受信回路に駆動電力が供給され、他のグループの全ての受信
回路に駆動電力が供給されない。符号１３０３，１３０４は、システムステータスが電源
オン状態で、グループＢ，Ｃが選択されている場合の各受信回路の状態を示している。こ
れらの状態では、状態１３０２と同様に、選択されているグループの全ての受信回路に駆
動電力が供給され、それ以外の全ての受信回路に駆動電力が供給されない。
【００３８】
　なお、図９では全ての受信回路がグループ化されている例を挙げているが、グループ化
されていない受信回路があってもよい。その場合は、システムステータスがスタンバイ状
態のときに、グループ化されていない受信回路に対して駆動電力を供給すればよい。例え
ば、図９において、グループＡのみがグループ化されている場合には、システムステータ
スがスタンバイ状態のときに、グループＡのマスターシンク受信回路と、受信回路４０４
～４０６とにのみ駆動電力を供給すればよい。それにより、グループ化されていない受信
回路で信号を受信することが可能となる。なお、システムステータスおよびグループの選
択状態に関わらずグループ化されていない受信回路に対して常に駆動電力を供給してもよ
い。
【００３９】
　図１０は、実施例２に係る受信回路情報記憶領域の内容の一例を示す図である。
　受信回路情報記憶領域には、受信回路毎に、受信回路情報（グループ情報とマスターシ
ンク受信回路特定情報）が記憶される。
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　グループ情報は、各受信回路のグループを表す情報、即ち、各受信回路で受信される信
号を出力する外部機器を特定する情報である。また、グループ情報は、受信回路を、入力
される画像信号の同期タイミング、信号フォーマットなどによって分類する情報である。
本実施例では、グループ情報の初期値は０であり、画像信号が受信された順番に１，２，
３・・・という番号がグループ情報とされる。図１０の例では、グループＡ，Ｂ，Ｃの順
で画像信号が受信されているため、グループＡ，Ｂ，Ｃのグループ情報はそれぞれ１，２
，３とされる。
　マスターシンク受信回路特定情報は、マスターシンク受信回路を特定する情報である。
具体的には、グループ内で最初に画像信号を受信した受信回路のマスターシンク受信回路
特定情報は、その受信回路がマスターシンク受信回路であることを示す“１”とされる。
グループ内で２番目以降に画像信号を受信した受信回路のマスターシンク受信回路特定情
報は、その受信回路がマスターシンク受信回路でないことを示す“０”とされる。
　なお、受信回路情報の記憶処理（グループ化処理）の流れについては図１２を用いて後
で詳しく説明する。
【００４０】
　図１１は、実施例２に係る表示制御装置の主電源オン時の処理フローの一例を示すフロ
ーチャートである。
　まず、主電源がオンされると、制御部４０８は、画面表示に必要な各機能部に駆動電力
を供給し（Ｓ１５０１）、システムステータスを電源オン状態に設定する（Ｓ１５０２）
。
　次に、制御部４０８は、グループ化処理（Ｓ１５０３）を行い、その後、表示制御装置
の主電源が入っている間、受信監視処理（Ｓ１５０５）を繰り返し行う（Ｓ１５０４）。
【００４１】
　図１２は、実施例２に係るグループ化処理（Ｓ１５０３）の一例を示すフローチャート
である。グループ化処理は、表示制御装置に複数の外部機器が接続されており、且つ、各
受信回路で受信される信号を出力する外部機器が特定されていない場合に行われる。グル
ープ化処理は、例えば、表示主電源投入時（図２のようなＢＩＯＳ画面が表示されたとき
）やグループ化されていない受信回路で画像信号が受信されたときに行われる。
　なお、本実施例では、以下で説明するグループ化処理により、マスターシンク受信回路
が特定される。
【００４２】
　制御部４０８は、以下に示すＳ１６０３乃至Ｓ１６０７の処理によって、受信回路毎に
受信回路情報の登録（受信回路情報記憶領域への記録）を行う。
　Ｓ１６０３では、制御部４０８は、処理対象の受信回路で画像信号が受信されているか
否かを調べる。
　処理対象の受信回路で画像信号が受信されている場合には、制御部４０８は、その受信
回路の受信回路情報が既に登録されているかを調べる（Ｓ１６０４）。処理対象の受信回
路で画像信号が受信されていない場合には、制御部４０８は、処理対象の受信回路を次の
受信回路へ切り替え、Ｓ１６０３からの処理を行う（Ｓ１６０２）。
【００４３】
　Ｓ１６０４において、処理対象の受信回路の受信回路情報が登録されていない場合、ま
たは処理対象の受信回路情報としてＳ１６０３で受信した受信回路情報と異なる情報が登
録されている場合には受信回路情報を更新し、制御部４０８はＳ１６０５の処理を行う。
処理対象の受信回路情報としてＳ１６０３で受信した受信回路情報と異なる情報が登録さ
れている場合には、前回受信回路情報を登録したときと、現在とで、表示制御装置１００
とパソコン２００の接続状態が異なることが考えられる。そのため、最新の受信回路情報
に更新する。処理対象の受信回路の受信回路情報が既に登録されており、該情報がＳ１６
０３で受信した受信回路情報と同じ場合には、制御部４０８は、処理対象の受信回路を次
の受信回路へ切り替え、Ｓ１６０３からの処理を行う。
【００４４】
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　Ｓ１６０５では、制御部４０８は、受信回路情報が既に登録されている受信回路の中に
、処理対象の受信回路で受信された画像信号と画像信号情報（同期タイミング、信号フォ
ーマット）が同じ画像信号を受信する受信回路があるか否かを調べる。
【００４５】
　画像信号情報が同じ画像信号を受信する受信回路がない場合は、制御部４０８は、処理
対象の受信回路で受信される信号を出力する外部機器が新たに特定された外部機器である
と判断する。また、制御部４０８は、処理対象の受信回路がマスターシンク受信回路であ
ると判断する。そして、制御部４０８は、処理対象の受信回路の受信回路情報として、新
しいグループ（新たに特定された外部機器）のマスターシンク受信回路であることを表す
受信回路情報を登録する（Ｓ１６０６）。例えば、グループ情報として既に“２”が登録
されている場合には、処理対象の受信回路のグループ情報として“３”を登録する。また
、処理対象の受信回路のマスターシンク受信回路特定情報として“１”を登録する。
【００４６】
　画像信号情報が同じ画像信号を受信する受信回路がある場合には、制御部４０８は、処
理対象の受信回路で受信される信号を出力する外部機器が、上記画像信号情報が同じ画像
信号を出力する外部機器と同じであると判断する。また、制御部４０８は、処理対象の受
信回路がマスターシンク受信回路ではないと判断する。そして、制御部４０８は、処理対
象の受信回路の受信回路情報として、画像信号情報が同じ画像信号を受信する受信回路と
同じグループであり、且つ、マスターシンク受信回路ではないことを表す受信回路情報を
登録する（Ｓ１６０７）。具体的には、処理対象の受信回路のグループ情報として、画像
信号情報が同じ画像信号を受信する受信回路と同じグループ情報を登録する。また、処理
対象の受信回路のマスターシンク受信回路特定情報として“０”を登録する。
【００４７】
　Ｓ１６０７とＳ１６０６の処理の次に、制御部４０８は、処理対象の受信回路を次の受
信回路へ切り替え、Ｓ１６０３からの処理を行う（Ｓ１６０２）。Ｓ１６０２のループ処
理は、全ての受信回路の受信回路情報が登録されるまで繰り返されてもよいし、所定時間
（所定回数）だけ繰り返されてもよい。また、図１２の例では、入力端子１に対応する受
信回路４０１から入力端子６に対応する受信回路４０６まで順に処理対象とされる。その
後Ｓ１６０２のループ処理を行う場合には、入力端子１に対応する受信回路４０１が処理
対象とされる。
【００４８】
　このように、本実施例では、表示制御装置に複数の外部機器が接続されており、且つ、
各外部機器が出力するマスターシンク信号を受信する受信回路が特定されていない場合に
、全ての受信回路に対して駆動電力が供給される。そして、接続されている外部機器毎に
、受信検出部４０７で最初に信号の受信が検出された受信回路が、その外部機器が出力す
るマスターシンク信号を受信する受信回路として特定される。
　また、本実施例では、表示制御装置に複数の外部機器が接続されており、且つ、各受信
回路で受信される信号を出力する外部機器が特定されていない場合に、全ての受信回路に
対して駆動電力が供給される。そして、各受信回路で受信される画像信号から、各受信回
路で受信される信号を出力する外部機器が特定される。
【００４９】
　なお、上記グループ化処理は、外部機器と接続する入力端子の変更（即ち、グループの
変更）が行われた際に実行されてもよい。グループの変更は、例えば、ユーザ操作（画像
表示の指示）や入力端子へのケーブルの接続を検知することにより検知すればよい。そし
て、グループの変更が検知された場合に、システムステータスを電源オン状態（または、
全ての受信回路を含む一部の機能部に駆動電力を供給するスタンバイ状態）にして、上記
グループ化処理を行えばよい。
　なお、本実施例では、上記グループ化処理により、各受信回路で受信される信号を出力
する外部機器とマスターシンク受信回路とが同時に特定されるものとしたが、特定方法は
これに限らない。例えば、各受信回路で受信される信号を出力する外部機器を特定した後
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に、各外部機器のマスターシンク信号を受信する受信回路を特定してもよい。
【００５０】
　図１３は、実施例２に係る受信監視処理（Ｓ１５０５）の一例を示すフローチャートで
ある。この処理は、グループ化処理後、主電源が入っている間繰り返し行なわれる。
　まず、制御部４０８は、システムステータスが電源オン状態であるかを調べる（Ｓ１７
０１）。
　Ｓ１７０１でシステムステータスが電源オン状態ではない場合（即ち、スタンバイ状態
である場合）、制御部４０８は、駆動電力が供給されている受信回路を処理対象とする。
そして、制御部４０８は、処理対象の受信回路毎に、その受信回路での信号の受信の有無
を確認する（Ｓ１７０２，Ｓ１７０３）。具体的には、各グループのマスターシンク受信
回路とグループ化されていない受信回路を１つずつ切り換えながら信号の受信の有無が確
認される。受信回路での信号の受信の有無は、その受信回路の検出結果（受信検出部４０
７の検出結果）を所定時間監視して確認される。
　Ｓ１７０２のループ処理の途中で信号を受信している受信回路が見つかった場合は、制
御部４０８は、該受信回路と同グループの全受信回路に対する駆動電力の供給を開始する
（Ｓ１７０４）。そして、それら以外の受信回路（Ｓ１７０３で信号の受信が確認された
受信回路のグループに属さない受信回路）に対する駆動電力の供給を停止する（Ｓ１７０
５）。そして、制御部４０８は、システムステータスを電源オン状態にして（Ｓ１７０６
）、処理を終了する。このとき、制御部４０８は、Ｓ１７０４で駆動電力の供給が開始さ
れたグループを選択する。なお、信号が受信されている受信回路がグループ化されていな
い受信回路である場合には、グループ化処理（図１２の処理）が行われた後、Ｓ１７０４
の処理が行われる。
　Ｓ１７０２のループ処理で信号を受信している受信回路が見つからなかった場合は、制
御部４０８は処理を終了する。
　なお、Ｓ１７０２のループ処理は、所定時間（所定回数）繰り返される。例えば、駆動
電力が供給されている各受信回路が１回ずつＳ１７０３の処理対象とされる。
【００５１】
　このように、本実施例では、接続されている各外部機器が出力するマスターシンク信号
を受信する受信回路にのみ駆動電力が供給される。そして、受信検出部４０７でマスター
シンク信号の受信が検出された場合に、該マスターシンク信号の出力元である外部機器が
出力する画像信号を受信する他の受信回路に対する駆動電力の供給が開始される。
【００５２】
　Ｓ１７０１でシステムステータスが電源オン状態の場合、制御部４０８は、選択されて
いるグループのマスターシンク受信回路での信号の受信の有無を確認する（Ｓ１７０７）
。受信回路での信号の受信の有無は、その受信回路を所定時間監視して確認される。選択
されているグループのマスターシンク受信回路での信号の受信が確認された場合には本フ
ローは終了される。選択されているグループのマスターシンク受信回路での信号の受信が
確認されなかった場合には、制御部４０８は、選択されているグループの、マスターシン
ク受信回路以外の全受信回路に対する駆動電力の供給を停止する（Ｓ１７０８）。また、
制御部４０８は、全グループのマスターシンク受信回路及びグループ化されていない受信
回路に対する駆動電力の供給を開始する（Ｓ１７０９）。そして、制御部４０８は、シス
テムステータスをスタンバイ状態にして（Ｓ１７１０）、処理を終了する。
【００５３】
　以上述べたように、本実施の形態によれば、接続されている各外部機器が出力するマス
ターシンク信号を受信する受信回路にのみ駆動電力が供給される。そして、受信検出部４
０７でマスターシンク信号の受信が検出された場合に、該マスターシンク信号の出力元で
ある外部機器が出力する画像信号を受信する他の受信回路に対する駆動電力の供給が開始
される。それにより、複数の外部機器が接続されている場合であっても、少ない消費電力
で、複数の画像信号を受信して、複数の画像信号に基づく複数の画像を表示部で表示する
ことが可能となる。具体的には、信号が受信されるまでの消費電力を、従来技術よりも低
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　また、本実施例によれば、マスターシンク受信回路での信号の受信が検出されなくなっ
た場合に、接続されている各外部機器が出力するマスターシンク信号を受信する受信回路
にのみ駆動電力が供給され、それ以外の受信回路には駆動電力が供給されなくなる。それ
により、消費電力をより低減することができる。具体的には、信号が受信されなくなって
から、再び信号が受信されるまでの消費電力を、従来技術よりも低減することができる。
【００５４】
　なお、本実施例では、表示制御装置４００が起動した時点で各パソコンからの出力信号
が入力されていることを前提として記載しているが、表示制御装置４００が起動した後に
信号が入力されてもよい。その場合においても、グループ化処理を行うことによって対応
することができる。
　なお、本実施例では、Ｓ１７０４で駆動電力の供給が開始されたグループが選択される
ものとしたが、グループはユーザから指示に応じて選択されてもよい。その場合には、Ｓ
１７０３において、選択されている外部機器に対応するマスターシンク受信回路での信号
の受信の有無を確認すればよい。そのため、スタンバイ状態では、少なくとも、選択され
ている外部機器に対応するマスターシンク受信回路に駆動電力が供給されていればよい。
【符号の説明】
【００５５】
　１００，４００　表示制御装置
　１０１～１０４，４０１～４０６　受信回路
　１０５，４０７　受信検出部
　１０６，４０８　制御部

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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